
調
査
テ
ー
マ

「
保
育
園
等
の
民
営
化
」

半
田
市
の
公
立
保
育
園

は
、
13
の
保
育
園
と
３
つ

の
認
定
こ
ど
も
園
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
多
く
の
施

設
が
老
朽
化
し
て
お
り
、

建
替
え
や
大
規
模
改
修
の

た
め
に
は
大
き
な
財
政
負

担
が
伴
い
ま
す
。
加
え
て

幼
児
教
育
の
無
償
化
を
始

め
、
女
性
の
社
会
進
出
や

就
労
形
態
の
変
化
に
伴
い

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど

も
の
増
加
、
保
育
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
な
ど
の
課
題
も

抱
え
て
お
り
、
そ
れ
を
限

ら
れ
た
資
源
と
取
得
可
能

な
手
法
を
以
て
改
革
・
変

革
し
、
解
決
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
地
方
分
権
推
進
の

下
、
公
立
保
育
園
の
運
営

費
や
施
設
整
備
に
対
す
る

補
助
金
等
は
削
減
さ
れ
る

一
方
、
民
間
事
業
者
に
対

し
て
は
手
厚
く
助
成
す
る

な
ど
、
公
立
と
私
立
の
保

育
園
の
国
・
県
の
経
費
負

担
に
差
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

半
田
市
の
未
来
を
担
う
子

ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
育

ま
れ
、
保
護
者
が
安
心
し

て
子
ど
も
を
預
け
る
こ
と

が
で
き
る
保
育
環
境
に
つ

い
て
調
査
研
究
し
議
論
を

重
ね
た
と
こ
ろ
、
半
田
市

が
抱
え
る
課
題
の
解
決
に

は
民
営
化
が
有
効
な
施
策

で
あ
る
と
し
て
、
以
下
の

通
り
提
言
し
ま
す
。

民
営
化
前
に
つ
い
て

一
、
民
営
化
す
る
保
育
園

の
早
期
公
表
を
行
い
、
事

業
者
の
決
定
後
は
保
護
者

・
事
業
者
・
市
の
三
者
の

協
議
を
行
う
会
議
体
を
設

置
し
て
、
円
満
な
引
継
ぎ

並
び
に
信
頼
関
係
を
築
く

こ
と
。

一
、
一
定
の
期
間
は
公
立

の
保
育
士
と
新
た
な
民
営

の
保
育
士
に
よ
る
引
継
ぎ

保
育
を
実
施
す
る
な
ど
、

円
滑
な
移
行
を
図
り
、
子

ど
も
た
ち
へ
の
影
響
を
最

小
限
に
す
る
こ
と
。

一
、
保
護
者
や
園
長
・
保

育
士
な
ど
現
場
の
声
も
聴

き
、
事
業
者
の
選
定
の
参

考
に
す
る
こ
と
。

一
、
保
護
者
向
け
に
、
民

営
化
へ
の
詳
細
な
Ｑ
＆
Ａ

集
を
作
成
し
、
時
間
と
手

間
を
惜
し
ま
ず
丁
寧
に
説

明
し
理
解
を
得
る
こ
と
。

一
、
こ
れ
ま
で
市
が
築
い

て
き
た
保
育
・
教
育
の
質

の
維
持
と
確
保
、
ま
た
公

民
の
連
携
を
図
る
役
割
を

持
つ
た
め
に
公
立
保
育
園

は
必
要
で
あ
り
、
す
べ
て

民
営
化
す
る
の
で
は
な
く
、

地
域
性
を
考
え
て
一
定
数

は
残
す
こ
と
。

民
営
化
後
に
つ
い
て

一
、
市
は
定
期
的
、
且
つ

継
続
的
に
指
導
を
行
い
、

保
育
・
教
育
の
質
を
確
保

す
る
こ
と
。

一
、
監
査
の
実
施
な
ど
財

務
状
況
を
把
握
し
て
お
く

こ
と
。
し
か
し
、
万
一
、

民
間
事
業
者
が
運
営
で
き

な
く
な
っ
た
場
合
の
対
応

に
つ
い
て
も
考
え
て
お
く

こ
と
。

一
、
民
営
の
特
色
を
活
か

し
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
を
図
る
こ
と
。

一
、
正
規
雇
用
の
保
育
士

に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た

臨
時
雇
用
の
保
育
士
は
、

新
た
に
民
営
化
し
た
保
育

園
に
雇
用
を
働
き
か
け
る

こ
と
。

以
上
の
こ
と
に
取
組
み
、

保
育
園
等
の
民
営
化
を
推

進
し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
テ
ー
マ

「
新
半
田
病
院
へ
の
交
通

ア
ク
セ
ス
」

新
し
い
半
田
病
院
は
、

現
在
の
半
田
運
動
公
園
東

に
、
６
年
後
の
２
０
２
５

年
に
開
院
予
定
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
建
設
予
定
地
が

半
田
市
の
中
心
部
で
も
あ

る
現
半
田
病
院
か
ら
約
６

㎞
西
に
移
動
し
た
こ
と
に

よ
り
、
様
々
な
地
域
か
ら

の
交
通
ア
ク
セ
ス
の
確
保

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

命
の
観
点
か
ら
考
え
る

と
、
心
臓
停
止
か
ら
３
分
、

呼
吸
停
止
か
ら
10
分
、
多

量
出
血
か
ら
30
分
で
死
亡

率
が
50
％
に
達
す
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
重
度
の
外

傷
の
場
合
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ア
ワ
ー
と
呼
ば
れ
る
１
時

間
以
内
に
、
手
術
な
ど
の

根
治
的
治
療
を
開
始
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の

た
め
、
受
傷
か
ら
30
分
以

内
で
搬
送
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。　
　

し
か
し
、
半
田
市
北
部

地
域
か
ら
新
半
田
病
院
ま

で
の
救
急
搬
送
時
間
は
、

42
・
１
分
と
想
定
さ
れ
、

非
常
に
危
険
な
ラ
イ
ン
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

当
特
別
委
員
会
の
取
組
み

は
命
に
関
わ
る
問
題
で
す
。

そ
こ
で
、
合
計
６
点
を
提

言
し
ま
す
。

１
点
目
、
都
市
計
画
決

定
さ
れ
て
い
る
環
状
線
の

う
ち
、
一
ノ
草
町
西
の
横

松
交
差
点
付
近
か
ら
野
崎

交
差
点
ま
で
の
区
間
に
つ

い
て
、
早
期
に
完
成
さ
せ

る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
る

こ
と
。

２
点
目
、
予
算
的
な
事

情
や
時
間
の
都
合
に
よ
り
、

片
側
二
車
線
高
架
の
環
状

線
の
早
期
完
成
が
困
難
な

場
合
は
、
片
側
一
車
線
高

架
の
環
状
線
だ
け
で
も
完

成
さ
せ
る
よ
う
は
た
ら
き

か
け
る
こ
と
。

３
点
目
、
片
側
一
車
線

高
架
の
環
状
線
の
早
期
完

成
も
困
難
な
場
合
は
、
横

松
交
差
点
西
か
ら
野
崎
交

差
点
の
間
に
お
い
て
、
阿

久
比
川
へ
の
新
た
な
暫
定

橋
梁
の
設
置
や
既
存
の
橋

梁
の
改
良
、
名
鉄
河
和
線

ア
ン
ダ
ー
パ
ス
の
改
良
等

に
よ
り
、
救
急
車
両
が
搬

送
路
と
し
て
通
行
で
き
る

道
路
を
確
保
す
る
こ
と
。

４
点
目
、
救
急
車
両
に

つ
い
て
は
、
名
鉄
及
び
阿

久
比
町
と
の
協
議
の
結
果

を
踏
ま
え
、
必
要
な
場
合

は
現
状
の
規
格
2.9
ｍ
を
構

造
変
更
し
、
名
鉄
河
和
線

の
ア
ン
ダ
ー
パ
ス
の
高
さ

制
限
（
現
状
2.3
ｍ
）
を
ク

リ
ア
す
る
こ
と
。

５
点
目
、
半
田
市
内
各

所
の
交
差
点
右
折
レ
ー
ン

の
整
備
な
ど
、
半
田
運
動

公
園
東
の
新
病
院
ま
で
、

円
滑
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る

よ
う
な
道
路
整
備
を
着
実

に
行
う
こ
と
。

６
点
目
、
長
期
的
な
視

点
で
、
名
鉄
河
和
線
の
半

田
口
駅
付
近
か
ら
、
成
岩

駅
付
近
ま
で
の
鉄
道
高
架

化
を
行
う
こ
と
。

６
年
後
の
新
半
田
病
院

開
院
ま
で
に
、
半
田
市
民

の
た
め
の
「
命
の
道
」
を

整
備
す
る
こ
と
は
行
政
の

責
務
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
提
言
を
踏
ま

え
、
半
田
市
北
部
地
域
の

み
な
ら
ず
、
全
て
の
半
田

市
民
の
命
を
守
る
道
路
を

確
実
に
実
現
さ
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

文
教
厚
生
委
員
会

活

動

報

告
（要旨）

新
半
田
病
院
へ
の

交
通
ア
ク
セ
ス

調
査
特
別
委
員
会

活

動

報

告
（要旨）
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調
査
テ
ー
マ

「
半
田
市
の
国
際
化
へ
の

対
応
」

現
在
日
本
は
少
子
高
齢

化
に
伴
い
、
労
働
人
口
が

減
少
し
て
お
り
、
中
小
企

業
を
中
心
に
人
材
確
保
が

難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
国

の
方
針
は
、
不
足
し
て
い

る
労
働
人
口
に
対
し
て
、

外
国
人
の
受
入
れ
を
促
進

し
補
う
と
い
う
も
の
で
、

既
に
外
国
人
研
修
制
度
や

技
能
実
習
生
制
度
と
い
っ

た
外
国
人
労
働
者
の
受
入

れ
制
度
が
始
ま
っ
て
お
り
、

外
国
人
人
口
が
急
増
し
て

い
ま
す
。

半
田
市
に
お
い
て
も
同

様
の
状
況
に
あ
り
、
半
田

市
の
外
国
人
人
口
は
、
２

０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン
シ

ョ
ッ
ク
前
の
３
３
１
８
人

を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
続
け

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
の

一
月
末
時
点
で
は
、
４
０

７
７
人
で
過
去
最
高
と
な

っ
て
お
り
、
全
体
人
口
に

占
め
る
割
合
は
約
3.4
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

在
住
外
国
人
は
言
語
や

文
化
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
や
す
く
、

一
般
的
に
全
体
人
口
の
５

％
を
超
え
る
と
、
社
会
問

題
と
し
て
表
面
化
す
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
当
委
員
会
で
は
、
在

住
外
国
人
に
関
す
る
問
題

が
顕
在
化
す
る
ま
で
待
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
前

も
っ
て
外
国
人
と
地
域
住

民
が
共
生
し
て
い
く
た
め

の
方
策
を
検
討
し
、
多
文

化
共
生
推
進
の
関
係
者
で

あ
る
市
民
、
事
業
者
、
行

政
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主

体
的
に
係
わ
っ
て
い
く
こ

と
が
必
要
だ
と
考
え
ま
し

た
。そ

し
て
、
先
進
地
視
察

な
ど
の
調
査
研
究
や
政
務

活
動
費
を
用
い
て
の
研
修

の
結
果
、
多
文
化
共
生
社

会
を
実
現
す
る
こ
と
で
、

半
田
市
の
明
る
い
未
来
に

繋
げ
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
と
考
え
、
議
会
と
し
て

「
半
田
市
多
文
化
共
生
社

会
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」

を
制
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
条
例
の
制
定
に

併
せ
、
実
効
性
の
あ
る
推

進
プ
ラ
ン
の
策
定
も
含
め
、

以
下
の
四
点
を
提
言
し
ま

し
た
。

一
、
多
文
化
共
生
の
目

的
と
理
念
を
明
確
に
し
、

外
国
人
の
暮
ら
し
に
係
わ

る
広
い
分
野
に
目
を
向
け
、

体
系
的
に
施
策
を
実
行
す

る
た
め
の
「
多
文
化
共
生

推
進
プ
ラ
ン
」
を
速
や
か

に
策
定
す
る
こ
と
。

一
、
推
進
プ
ラ
ン
の
策

定
に
あ
た
っ
て
は
、
半
田

市
に
暮
ら
す
外
国
人
や
外

国
人
と
係
わ
り
が
あ
る
日

本
人
が
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
不
安
や
不
満
、
不
便

を
感
じ
て
い
る
か
、
そ
の

実
態
を
把
握
す
る
た
め
の

調
査
を
す
る
こ
と
。

一
、
実
効
性
の
あ
る
推

進
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
た

め
に
、
調
査
結
果
を
協
議

す
る
会
議
体
を
設
置
す
る

こ
と
。
会
議
体
は
行
政
、

事
業
者
、
教
育
、
医
療
、

警
察
、
市
民
、
外
国
に
ル

ー
ツ
を
持
つ
住
人
、
自
治

区
な
ど
の
関
係
者
で
構
成

す
る
こ
と
。

一
、
で
き
る
だ
け
早
く

推
進
体
制
を
確
立
し
、
必

要
な
予
算
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

国
際
化
へ
の

対

応

調

査

特
別
委
員
会

委
員
会
活
動
報
告
（要旨）

Ｑ．なぜ、多文化共生社会の条例が必要なの？
Ａ．少子高齢化に伴い、労働人口が減少して
います。国の方針もあり、それを補うた
め外国人の受け入れ制度が既に始まり、
半田市においてもここ一年で500人近い
労働を目的とした外国人が増加していま
す。その対応のためにも、条例により「何
を目指し、誰が何をするのか？」を定め
る必要があります。

Ｑ．条例が施行されると、何が変わるの？
Ａ．様々な多くの関係者と共に「多文化共生
推進プラン」の策定が始まります。そし
て、半田市や議会に多文化共生の推進の
ための責務が課されることは勿論のこと、
外国人を受け入れている事業者には政策
への協力が求められ、地域にお住いの市
民の方にも、政策の推進に寄与していた
だきます。

Ｑ．議員提出議案って何？
Ａ．市長が条例案等の議案を提出する事が通
常ですが、議会（議員）から意見書や条
例案などの議案が出されることを「議員
提出議案」と言います。ちなみに政策提
案である条例制定の議員提出議案は、全
国的に見ても珍しいです。

Ｑ．そもそも「多文化共生社会」って何？
Ａ．「国籍や民族の異なる人々が、互いの文
化の違いを認め合い、対等な関係を築こ
うとしながら、地域社会の構成員として
生きていくこと」の定義のもと、国籍、
民族、言語、文化の異なる人でも、地域
社会に積極的に進出できる社会を指しま
す。

半田市議会議員提出議案として

「半田市多文化共生社会の推進に関する条例」が
制定されました！
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